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温　公益法泉等と法先鋭

公益法人等の法人税の納税義務は9　収益事業

を営む場合に限られている（法法4）。

そして。収益事業とは9　法令に特掲されてい

る事業でタ　継続して事業場を設けて営まれるも

のとされている（法法2十三）ので，公益法人等

に対する法人税は，収益事業から生じた所得以

外の所得については非課税とされることになる

（法法7）。

法令に棒掲されている事業以外の事業から生

じた所得については法人税が課税されないとい

うことは，特掲されている事業のみに課税され

るということであり，したがって，特掲事業と

の関連において公益法A等が営む事業の内容検

討が求められるのである。

韓掲事業はサ　法人税法施行令第5条に33業種

が限定列挙されているが，公益法人等が営む事

業がこれらの事業に該当するかどうかは，公益

法A等が爵む事業の全体で判定するのではなく，

列挙されている事業が当該公益法人等において

営まれているかどうか部分的に判定していくの

である。したがって，営む事業の奈辺が列挙事
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業に該当するかが，課税所得の確定にとって重

要な課題となり，それとともに法人税法施行令

第5条第1項の括弧書き「その性質上その事業

に附隠して行われる行為を含む」という定めが

重みをもつのである。

〔法人税法施行令〕

紺又益審葵の範問う

第5桑第瑠礪　法第2条第13号（収益事業の意

義）に規定する政令で定める事業は9　次に掲

げる事業（その性質上その事業に附随して行

われる行為を含む。）とする。

（一）～（三十三）……省　略……

望　附随行為

法人税法施行令第5条第1項≪収益事業の範

囲》に規定される「その性質上その事業に附随

して行われる行為」とは，文字どおり公益法人

等が営む事業のうちに収益事業とされる事業が

存在し，その事業を営む過程においてその事業

の性質からして附隠して行われるのが一般的と

考えられる行為をいうのであるが，法人税基本

通達はこれを「通常その収益事業に係る事業活
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勤の一環として9　又はこれに開通して行われる

行為をいう」として次に掲げる行為を例示して

いる（法基通15－1－6）。

（1）出版業を営む公益法人等が行うその出版に

係る業務に関係する講演会の開催又は当該業

務に係る出版物に掲載する広告の引受け

これは出版業に係る附随行為であるが，出

版業を営む公益法人等がその私版業と直接関

係のないこれらの行為を行った場合は，これ

らの行為が独立した事業と認められる程度の

規模であれば9　これらの行為は附随行為とは

いえないので，「興行業」又は「扱芸教授業」

に該当しない限り，収益率業とはされないこ

ととなる。

（2）技芸教授業を営む公益法人等が行うその捜

芸の教授に係る教科書その他これに類する教

材の販売及びバザーの開催

これは捜芸教授業に係る附随行為であるの

で9　扱芸教授業を営んでいない公益法人等の

取扱いはこれとは別である。したがって，捜

芸教授業を営んでいない公益法人等が行うこ

れらの行為は物品販売業の範噂で捉らえられ，

このうち捜芸教授業を営んでいない学校法人

が行う教科書その他これに類する教材の販売，

及び9　年1，2回開催される程度のバザーーほ9

物品販売業には該当しないものとされている

（法基通15W1－10）。

（3）旅館業又は料理店業を営む公益法人等がそ

の旅館等において行う合議等のための席貸し

（4）興行業を営む公益法人等が放送会社に対し

その興行に係る催し物の放送をすることを許

諾する行為

（5）公益法人等が収益事業から生じた所得を預

金，有価証券に運用する行為

一般の企業が事業活動を行うに際して9　そ

の活動から得た資金を預金したり，有価証券

で運用したりすることは通常の活動である。

また，公益法人等においても，その活封湧ゝら

得た資金を預金したり，有価証券で運用した

りすることも通常の活動であり，したがって，

これらの行為が収益事業の附随行為とされる

のである。

しかしながら，法Å税基本通達は，運用資

金が収益事業の運営の為に通常必要とされる

範囲を超えていると認められるものの運用に

ついては，附随行為とはしないことができる

としている。具体的にはタ　収益率発で得た資

金を「非収益事業に属する資産として区分経

理したとき」に始めてタ　その区分経理した預

金，有欄証券等を運用する行為は，附随行為

に含めないことができることになる。

なお，上記で区分経捜した金額については，

法Å税法第37条第4項《公益法A等のみなし

寄付金》の規定の通用がある（法基通15…弓巨W

7）。

（6）公益法人等が収益事業に属する固定資産等

を処分する行為

以上が基本通達に示されている附随行為であ

るが，（ユ）～（∠緋ま列挙業種の率の特定のものにつ

いての附随行為であり，（5）と（6）は収益事業を営

む公益法人等全般に係る附随行為である。本稿

で取り上げるのは，このうち（6）である。

還　キャピタル⑳ゲイン課税

固定資産の処分に係る所得について課税する

か香かについては，キャピタル。ゲイン課税と

して従来より繚々の検討がなされている。

キャピタル◎ゲインとはタ　土地◎建物等の有

形固定資産や無形固定資産などの非棚卸資産

（資本的資産）の取引から生ずる収益以外の利得
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をいい，企業会計上は営業収益等とは性質が異

なるとの理由で営業収益等とは区分した処理が

なされているが，課税上の取扱いについては各

国繚々のようである。

キャピタル⑳ゲインは9　ある意味において所

得でないから課税すべきでない，また，キャピ

タル¢ゲインには9　インフレーションによる利

得が含まれているから特別の課税がされるべき

であるともいわれるが，日本の税制は，実現し

たキャピタル◎ゲインについては全額課税，未

実現のキャピタルゆゲインについては特別の場

合を除いて非課税としている。（ただし9　公益法人

等については，次項以下に述べるように特別の定め

をおいている。）

1949年のシャウプ勧告は9　この点について次

のように述べている。

「この勧告では，キャピタル◎ゲインを全額課

税し，キャピタル◎ロスを全額控除することと

している。そうでなければ近代的累進所得税を

有効なものにすることはできないからである。

現行法の規定では，キャピタル診ゲインの50％

しか課税所得に算入されていなし㌔　これはおろ

かにも，思惑的投資に特恵を与えるものであっ

てヲ　正常な利子，配当または法人組織化されて

いない事業の正常な利潤という形で果実を生ず

るような投資を犠牲としているものである。往

径キャピタル◎ゲインは，ある意味において所

得でないから，所得税を全額課税すべきもので

はないということが主張されている。われわれ

はこの用語学的主張には饗伺しない。重要なこ

とは，キャピタル◎ゲインは所有者に対して，利

子又は配当が与えると全く同様の経済力の増加

を与えるということである。だがそれ以上董要

なことは∴こうかつな脱税者が，その利益を実

現する法的形式を変えることによって，他の形

態の所得をキャピタル争ゲインに容易に変更す
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ることができるという点である。事実，米国に

おける経験に徹して十分明らかであるが，キャ

ピタル◎ゲインが課税されないか，または低率

の課税しか行われていない場合には，多くの富

裕な，そして抜け目のない投資家が高額所得を

得ながら，ほとんど課税されないで巧みにのが

れることになるのである。」（福田幸弘監修『シャ

ウプの税制勧告』117京，霞出版社）

魂　公益法人等におけるキャピタ

ル◎ダイン課税

このような背景をもちながら，公益法人等に

対する固定資産等の処分所得については収益事

業に属する固定資産等の処分所得についてのみ

課税することとされている。この定めが，党の

法人税法施行令第5条であり9　また法人税基本

通達15仙」巨W6での取扱いである。

このように収益事業に属する固定資産の処分

所得についてのみ課税するということは，取り

も直さず公益法／板等におけるキャピタルやゲイ

ン課税は原則非課税ということであり，このよ

うな「収益事業以外の所得については原則非課

税」という取扱いは公益法人課税に係る現行法

人税法の基本的考え方である。

すなわち，現行法人税法の公益法人課税の基

本的考え方は，法第4条及び法第7条による，

原則非課税，そして9　収益事業を営む場合の収

益事業に係る所得の課税であり9　キャピタル◎

ゲインに対する原則非課税もその延長線上にあ

るものといえる。

しかしながら，企業が事業を営む過程におい

てほ，その事業に使用している固定資産につい

てヲ　譲渡，除却その他の処分が伴うのが通常で

あろう。したがって，公益法人等における固定
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資産の処分行為そのものは法人税法施行令第5

条の列挙事業に該当する行為ではないが，その

行為を事業の一環として考えるのが通常の思考

であり，よって9　収益事業を営む場合にその事

菜の運営に伴って使用される固定資産の処分行

為は収益事業の附随行為として課税とされると

しているのが，附随行為としての法人税法施行

令の取扱いである。

ここに，公益法人等におけるキャピタル。ゲ

イン課税においてほ∴処分される固定資産等が

収益事業に属するものであるか否かが，課税◎

非課税の童要な区分となるのである。

法人税法においてほ，収益事業を含む公益法

人等に対して固定資産等についてもともと区分

経理を求めているので，ここにおいて収益事業

に属する資産として区分経理されたものの処分

所得が，課税とされるのには疑念はないところ

である。

〔法人税基本通達〕

も所得に関する経理や

15－2一等　ノ令第6条≪収益事業を営む法人の

経理区分≫の「所得に関する経理」とは，単

に収益及び常用に関する経理だけでなく，資

産及び負債に関する経理を含むことに留意す

る。

〈漁き　一の資産が収益事業の用と収益事業

以外の事業の用に共用されている場合（そ

れぞれの事業ごとに専用されている部分

が明らかな場合を除く。）には，当該資産

については，収益事業に属する資産とし

ての区分経理はしないで9　その償却費そ

の他当該資産について生ずる費用の額の

うち収益事業に係る部分の金額を当該収

益事業に係る費用として経理することに

なる。

晶　非課税の固定資産処分

しかしながら9　収益事業に儀する固定資産の

処分損益であっても，次に掲げる損益について

はや　これを収益事業に係る損益に含めないこと

ができる，すなわち，非課税とすることができ

る（法基通15－2wlO）とされている。

用　相当期間に渡り固定資産として保有してい

た土地（借地権を含む。）ヲ　建物又は構築物につ

き譲渡（法人税法施行令第138条の適用がある借

地権の設定を含む。），除却その他の処分をした

場合におけるその処分をしたことによる損益

（法人税基本通達15…1－12≪不動産販売業≫の

ただし書きの適用がある部分を除く。）

（2）（1）のほか，収益事業の全部又は一部を廃止

してその廃止に係る事業に属する固定資産に

つき譲渡争　除却その他の処分をした場合にお

けるその処分をしたことによる損益

これは，

①　現行税法では9　収益事業に属する固定資産

の処分損益は課税であるが，非収益事業に属

する固定資産の処分損益は非課税である。

②　不動産販売業に該当する不動産の譲渡にあ

ってもぅ　その不動産が相当期間にわたり固定

資産として保有していたものであればその区

画形質の変更により付加された部分の所得以

外の所得について非課税としている。すなわ

ち9　キャピタルやゲイン以外の部分に課税し

ている。

③　①②からしても分かるように現行税法では9

基本的には固定資産の処分損益を課税するこ

とは予定していない。課税するとしても9　附

随行為としての課税に限っている。

④　したがって9　同じ公益法人に属する固定資
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産でありながらたまたまその固定資産が収益

事業に使用されているか，非収益事業に使用

されているかによって，全く異なった取扱い

がされることに疑問がある。

⑤　収益事業の廃止に係る資産の処分は清算所

得に異ならない等

の翌座によるものでありク　理論的には処分固定

資産が上記（1）又は（2）に該当するか膏かの判断の

境界が疑問になるところである。しかしながら，

実務的には処分固定資産の態様が（1）又は（2）の状

況のいずれかに該当することが多く，別段の問

題を生起することなく処理されるであろう。

すなわち9　このような取扱いによってタ　公益

法Å等に対する固定資産（特に土地，建物）の処

分所得に、は，通常課税されることはないものと

考える。

ここで検討すべきは，（紺における「相当の期

間」とはどの位の期間との疑問があるが，これ

については「きわめて長期間」という意味であ

るから通常おおむね且0年以上とされているよう

である。

以上が。公益法人等の固定資産等処分に係る

取扱いであるが，法人税基本通達15－2－10に

ついて注意すべき点について次に述べる。

（イ）（2）は全ての固定資産に係る取扱いであるが，

（1）は土地（借地権を含む。）9　建物又は構築物に

限られることに注意すべきである。実質的に

は，拍）の場合で土地，建物又は構築物以外の

固定資産の処分で利益が発生するものは稀で

あるものと推定され，この取扱いで実務的に

は支障はないであろう。

（ロ）また，この基本通達の最後の文言が「でき

る。」とされているのは，文字通りこのような

状況にある場合にはその処分損益を非課税と

して申告所得を算定することもであるし，課

税として申告所得を算定できるとの趣旨であ
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ろう。

すなわち，この取扱いのような（1）又は（2）の

場合でも処分損がでている場合は，その処分

損を勉の収益事業の所得と相殺，減少させて

よいとする取扱いである。

再　しかしながら，以上の取扱いは，同一事業

年度に二以上の固定資産の処分があるときに

は，そのすべてに係る損益を対象とするとさ

れている。すなわち，一の処分については非

課税とし，他の一の処分については損が生じ

たのでこれを勉の所得と相殺，減少させるこ

とはできをいということである。

毎　借地権の設定

上記魂及び岳における土地の譲渡には，「令第

138条第日賓　借地権の設定等により地価が著し

く低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損

金算入≫の規定の適用がある借地権の設定」の

行為が食まれている。

すなわち9　相当の期間にわたり固定資産とし

て保有していた土地について借地権を設定し，

その借地権の設定により土地の価額が2分の1

以上低下する場／合（借地権の設定により収受する権

利金が土地の価額の2分の1を超える場合。以下同

じ。）にはラ　これを土地の譲渡と同棲に扱い9　し

たがって，当該土地を相当期間保有していた場

合には借地権の設定による収受金額については9

非課税とするとしている。

これは逆からいえば，借地権の設定により土

地の価額が2分の1以上低下しない場合の借地

権の設定行為は固定資産の処分ではなく，した

がって，その所得は不動産の貸付けに係る収益

とされヲ「建物の貸付けに際して収受する権利金」

及び「土地，建物の賃貸借契約更新又は更改に
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より収受する更新料や更改料」とともに不動産

貸付業として課税されるということになる。

建物の貸付けに際して収受する権利金につい

てはその額が建物の価額の2分の1を超えてい

ようが2分の1以下であろうがともに，不動産

貸付業に係る所得として取り扱われるので問題

ないがタ　土地の場合に権利金が土地の穣額の2

分の1を超えるか否かにより9　課税と非課税に

なる点については説明を要する。

すなわち、法人税法施行令第138条で，土地の

価額が2分のL以上低下した場合すなわち土地

の価額の2分の1以上の権利金を収受した場合

についてはタ　土地の譲渡収入として取り扱う旨

が明らかにされていることから，土地の－一部議

渡と貸付けの区分については，この第138条を以

てなし，したがって，この取扱いは，制度的な

ものとして到り切らざるを得ないとされている。

また，更新料や更改料についても，その性格

上，その中にキャピタル◎ゲイン的なものが混

在していることは容易に考えられるが，これに

ついても現行税法は，土地の価額が2分の1以

上低下しない場合と同様に．土地の貸付料の一

部として課税収入として取り扱われることにな

っている。これもまた，制度的なものとして割

り濁声ちぎる得ないといえよう。

〔法人税基本通達〕

（借地権利金等）

15－2－11公益法人等叉は人格のない社団等

が固定資産である土地又は建物の貸付けをし

たことにより収受する権利金その他の一時金

の額の取扱いについては，次の区分に応じ，

それぞれ次による。

‖　その土地の貸柳ナにより令第138粂欝1項

≪借地権の設定等により地価が著しく低下す

る場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算

入》の規定に該当することとなった場合に

おけるその貸付けにより収受する権利金そ

の他の一時金の額は，土地の讃渡による収

益の額として15－2鵬10による。

∴ニ‾二二一・∴・＿∵∵十㌦．∴－

∴．∴－、∵∴．．‥・∴、・、ニ

1　－1－－

＜A5判◎451京＞

リース取引は賃貸借の～種と認識されてはいるものの，一方では「物融」と

いわれるように9　金融的な色彩も強く持ち合わせている。昭和38年に導入され

たこの取引は9　以来，増加の岬途をたどっているが，最近の多様化◎高度化お

よび国際化の進展は9　その会計。税務上の取扱いを柵層複雑で難解なものにし

ている。

本書は9リ鵬ス取引の本質を見誤ることのないよう9　その基本にスポットを

あてながらや会計処理や税務の取扱いをゥ　Q昆Aで具体的にわかりやすく解説

一一＊中央経済社＊
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日　土地又は建物の貸付けに際して収受する

権利金その他の一時金で日に該当しないも

のの額及び土地若しくは建物の貸付けに係

る契約の更新又は更改により収受するいわ

ゆる更新料等の額は，不動産の貸付けに係

る収益の額とする。

雷　＿生娘処分と不動産販売業

上記魂　昂及び轟の取扱いは，固定資産すなわ

ち非棚卸資産についてである。したがって9　処

分資産が棚卸資産である場合の取扱いはこれと

異なるところである。

業として土地，建物等を販売する行為は，こ

こでいう附随行為としての土地，建物等の処分

ではなく，法人税法施行令第5条に不動産販売

業が樽掲されているところから9　収益事業本乗

として行為が判定され9　法人税が課税されるこ

とはいうまでもない。

しかしながらタ　不動産の販売を業としていな

い公益法人等が9　不動産販売業者と類似の行為

を行った場合はどうであろうか。

すなわちタ　固定資産である保有土地の譲渡に

あたって，当該土地にマンション等を建築し9

又は当該土地につき区画形質の変更（宅地の造成

工事，遷屡各，公園等の整備や　区画割り等）を行っ

た場食等であるが，これについては9　この行為

そのものが収益事業と判定され，原則として不

動産販売業として課税されることになる（法基通

15－1嶋12）。

しかしながらぅ　公益法鬼等が古くから保有し

ていた基本財産のような土地を資金繰りのため

に処分せざるを得なくなり，その処分をできる

だけ有利にするために，その土地に遠路を整備

44

し区画割りをして又はマンション等を建築して

販売する行為は確かに土地の販売行為にすぎな

いが9　この譲渡所得の中にもキャピタル伯ゲイ

ンが含まれていることは容易に想像できる。す

なわち，譲渡利益のかなりの額がキャピタル。

ゲインであるとすると，キャピタル◎ゲインを

非課税とする前項までの取扱いとの均衡の問題

が生じ9　課税の不合理性が指摘されることにな

る。

さらに，公益法人等は∴遠路の整備又はマン

ション等の建築等をすることなく不動産会社に

土地を譲渡し，不動産会社が道路の整備等又は

マンションの建築をした場合は，公益法人等の

土地の譲渡は非課税となるので，これとの均衡

の間題もある。

したがって9　当該土地が相当期間にわたり固

定資産として保有されていたものであり，かつ，

その建築又は変更から分譲に至る一連の行為が

専ら当該土地の磯波を容易にするために行われ

たものであると認められる場合には，当該土地

の譲渡は，不動産販売業に該当しないものとさ

れる（法基通15鵬㍉UW42）。

しかしながら撃　その区画形質の変更により付

加された価値に対する部分の処分所得について

は，立に不動産販売業者と同棲の所得と考えら

れるのでタ　これについては課税とされるのであ

る。

なお，土地の分譲による利益のうちチ　ビの部

分がキャピタルゆゲインであり，どの部分がそ

の建築又は変更により付加された部分であるか

は9　その建築又は変更をすることなく土地を処

分するとした場合に予想される処分利益がキャ

ピタル。ゲインであり，建築又は変更によって

更に高く分譲できた部分が付加された利益とさ

れようが9　具体的には，ケースバイケースで判

志せざるを得ないであろう。
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特集／公益法人の経理と収益事業の判定

土地の分譲に代えて当該土地に借地権を設定

した場合におけるその借地権の設定等により地

価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の

一部算入の適用があるものについても9　同上の

取扱いがされる。これについては，党のあでふ

れたところである。

爵　土地の譲渡等がある場合の特

別税率の特例

法人が土地等を譲渡した場合にはタ　投機的な

土地取引の抑制等の1見地から，その所得につい

て通常の法人税が課されるほか，その土地等の

譲渡益が短期所有土地（所有期間が5年以下であ

る土地）又は超短期所有土地（所有期間が2年以

下である土地）に係るものである場合には，短期

所有土地については20％の追加課税9　超短期所

有土地については30％の分離課税，及びこれら

の追加課税又は分離課税を受けない土地につい

ては10％の追加課税が行われることとなってい

る（措法63，63の2，62の3）。

これらの課税は，法人税の納税義務があるす

べての法人とされているが，公益法人又は人格

のない社団等については，その土地の譲渡等の

行為が収益事業に該当する場合に限り，適用さ

れることになっているので，通常の法人税が非

課税とされる場合には，このいわゆる土地墓課

課税は適用されない。

〔租税特別措置法関係通達〕

亀、公益法人等に対する適用頂

63（頂）－て　公益法人等又は人格のない社団等が

行った措置法第63条第2項第1号並び措置法

令第38条の5第1項第1号及び第2号に掲げ

る行為については9　当該行為が収益事業に該

当する場合に限り，同法第63条第1項の規定

の適用があることに留意する。

も、公益涼人等に対する適用う1

63の2伸一1　公益法人等叉は人橋切ない社団

等が行った措置法第63条の2第2囁第1号並

びに措置法令第38条の6第2項の規定により

読み替えられた間食第38条の5第ユ囁第1号

及び第2号に掲げる行為については，当該行

為が収益事業に該当する場合に限りタ　同法第

63条の2第1項の規定の適用があることに留

意する。

毎、公益法人等に対する適用ヨー

62の3日1ト1　公益法人等叉は人格のない社団

等が行った措置法第62条の3第2項第1号イ

及びロに掲げる行為についてはや　当該行為が

収益事業に該当する場合に限り，同条第1項

の規定の適用があることに留意する。
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